
- 1 -

答申第２３号

（諮問第２８号）
答 申

第１ 審査会の結論

滋賀県教育委員会教育長（以下「実施機関」という。）が行った「平成

15年度（2003年度）滋賀県公立学校教員採用試験の選考基準等」（以下

「本件対象公文書」という。）の一部公開決定について、「H15年度 判定

基準 小学校・中学校・養護教諭」および「教員採用試験の選考基準（県

立学校）H15教採用」（以下「本件審査請求対象公文書」という。）を非公

開としたことは妥当である。

第２ 審査請求に至る経過

１ 公文書の公開の請求

平成14年11月５日、審査請求人は、滋賀県情報公開条例（平成12年滋賀

県条例第113号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定に基づき、実

施機関に対して、本件対象公文書の公開請求（以下「本件公開請求」とい

う。）を行った。

２ 実施機関の決定

同年11月20日、実施機関は、本件公開請求に係る公文書として、別紙の

とおり公文書を特定し、条例第６条第６号に該当する情報が含まれている

こと、および一部の文書については不存在であることを理由として、一部

公開の決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

同年12月27日、審査請求人は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

第５条の規定に基づき、本件処分のうち本件審査請求対象公文書を非公開

とした部分を不服として滋賀県教育委員会（以下「諮問実施機関」とい

う。）に対して審査請求を行った。

第３ 審査請求の内容

１ 審査請求の趣旨

本件処分において、本件審査請求対象公文書について、非公開とした部

分の取り消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人が審査請求書、諮問実施機関の理由説明書に対する意見書お
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よび意見陳述において述べている審査請求の理由は、次のように要約され

る。

(１) 様々な教育問題が社会問題化する中で、住民の付託にこたえる教員で

あるかどうかは住民の強い関心事である。中でも、教員の採用はどのよ

うな選考基準により、どのような人が教員として採用されているのか、

関心は高まっている。

実施機関が教員を選考して採用する業務は、国民・市民から信託を受

けた作業であり、こうした意味からも、その手続や内容は原則として公

開されるべきである。

（２）諮問実施機関は、求める教員像によりどのような資質等を求めている

かは明らかにしていると主張するが、こういった普遍的・抽象的な指標

は基準とは呼ばない。県民の立場としては、多くの受験者の中から、ど

ういった視点でこれらの教員像を持ち合わせていると判断したのか、そ

の過程が問題となる。

（３）諮問実施機関は、公開すると選考基準のあり方を巡って様々な論議を

生んだり、混乱が生じることが予想され、選考試験そのものの社会的評

価の安定性や県民の選考試験に対する信頼を損なうおそれがあると主張

しているが、選考基準の公開は、まさしく様々な議論を通して採用選考

そのものを県民とともによりよいものにしていくことが目的である。

選考試験そのものの社会的評価の安定性が損なわれるのは、実施機関

がその責務を果たすことなく、県民に説明することのできない教員採用

選考を行っているためである。このことを危惧するのであれば、積極的

に情報を公開し、こうした危惧を払拭する努力が求められる。

（４）諮問実施機関は、公開すると受験技術が先行した者が有利になり、優

れた人材確保が困難になるおそれがあると主張しているが、香川県情報

公開審査会の答申（平成14年３月26日付け答申第168号）では同様の理由

は説得性に欠ける非公開理由として位置付けされており、不適切なもの

である。

（５）評価基準を公開することにより、どのような資質や知識・教養が求め

られるのかが明らかになり、単に受験技術に走ることなく、幅広い知識

や教養を自分のものにするための研鑚がつめるようになる。



- 3 -

また、現在でも不完全ながら、復元問題や受験産業による「傾向と対

策」などが市販されており、公開したからといって、実施機関の選考事

業の円滑な実施を妨げるとは考えられない。

第４ 諮問実施機関の説明要旨

諮問実施機関が理由説明書および口頭説明において述べている内容は、

次のように要約される。

（１）公立学校教員採用選考試験（以下「選考試験」という。）は、第一次

選考として、筆記試験（「一般・教職教養」、「専門教科・科目」、

「小論文」、および「適性検査」）と集団面接（討論を含む。）を、第

二次選考として全員に個人面接と「指導実技」を、また、校種・教科・

科目によっては、「音楽実技」、「特別活動にかかわる実技」、「水泳

実技」、「教科科目に関する実技」を実施し、受験者の資質、能力、適

性等を多面的、総合的に判断して教員として優れた人材の確保を行うこ

とを目的として実施している。

（２）本県では、多様な教育問題に対処し、教育効果を一層高めるため、創

意と意欲に満ちた優秀な人材の確保に努めており、公立学校教員の採用

にあたっては、選考試験の実施要項に求める教員像を明示しており、選

考基準等の公開によらなくともどのような資質等を求めているかは明ら

かにしている。

（３）選考試験の実施にあたっては、実施体制や期間的な制約のある中で、

様々な試験項目を設定し、適切な人材が確保できるように努めている。

そうした中で、それぞれの試験項目の配点比重が判断できる資料である

本件対象公文書を公にすると、受験者が配点の高い試験項目の受験対策

に多くの時間を費やすなど、受験技術のみに拘泥し、結果的に受験技術

に長けた者が合格者として多く占めることとなるおそれがある。

（４）各試験項目の配点比重が判明することにより、比重の低い試験科目を

受験者が軽視することが予想され、結果的に総合能力に優れた教員の採

用が困難になるおそれがあり、真に教員としてふさわしい人材を的確に

選別するという選考試験の本来の目的を阻害することとなる。

（５）試験項目には、裁量的要素が入り込む余地のない筆記試験や、試験の
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特性上、評価者の裁量的要素の高い面接や実技等がある。こうした様々

な要素を持つ試験項目についての選考基準等を公にすると、評価の客観

的なものと裁量的なものとのウェイトの有り様などを巡って様々な論議

を生んだり、その当否を巡って混乱が生じることが予想され、選考試験

そのものの社会的評価の安定性や県民の選考試験に対する信頼を損なう

おそれがある。

第５ 審査会の判断

１ 審査会の判断理由

(１) 基本的な考え方について

条例の基本理念は、前文、第１条および第３条等に規定されているよ

うに、県の保有する情報は県民の共有財産であり、したがって、公開が

原則であって、県は県政の諸活動を県民に説明する責務を負うものであ

り、県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、県

民の県政への理解、参画を一層促進し、県民と県との協働による県政の

進展に寄与しようとするものである。

しかし、県の保有する情報の中には、公開することにより、個人や法

人等の正当な権利、利益を侵害するものや、行政の適正な執行を妨げ、

あるいは適正な意思形成に支障を生じさせ、ひいては県民全体の利益を

損なうこととなるものもある。このため、条例では、県の保有する情報

は公開を原則としつつ、例外的に公開しないこととする事項を第６条に

おいて個別具体的に定めている。

実施機関は、請求された情報が条例第６条の規定に該当する場合を除

いて、その情報を公開しなければならないものであり、同条に該当する

か否かについては、条例の基本理念から厳正に判断されるべきものであ

る。

当審査会は、この基本的な考え方に基づき以下のとおり判断する。

(２) 本件審査請求対象公文書について

本件審査請求対象公文書は、実施機関が平成15年度採用予定の公立学

校教員を選考する選考試験の業務を遂行する上で作成し、保有している

公文書であり、校種・教科・科目といった受験区分ごとのそれぞれの試

験項目に対する配点の比重および選考基準が記載されている。

(３) 条例第６条第６号の該当性について
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条例第６条第６号は、公開請求された公文書に「県の機関または国、

独立行政法人等もしくは他の地方公共団体が行う事務または事業に関す

る情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事

務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれ」がある情報が記録されている場合は、当該公文書を公開しな

いことを定めたものである。

そして、「次に掲げるおそれ」として同号では、典型的なおそれを例

示しており、「監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易

にし、もしくはその発見を困難にするおそれ」（同号ア）を規定してい

る。

以下、本件審査請求対象公文書の情報についての本号該当性について

検討する。

諮問実施機関は、本件審査請求対象公文書を公開すると、①受験者が

受験技術に拘泥し、結果的に受験技術に長けた者が合格者として多くを

占めることとなるおそれがあり、選考試験の本来の目的を著しく阻害し、

さらには、②評価の客観的なものと裁量的なものとのウェイトの有り様

などを巡って様々な論議を生んだり、その当否を巡って混乱が生じるこ

とが予想されると主張する。

そこで、まず、①の主張について検討を加えると、試験である以上、

教員採用試験も例外でなく、実際、受験者は何らかの受験対策を講じて

きていると思われるため、受験技術というものの存在は否定できないと

考える。

そういった中で、本件審査請求対象公文書を公開すれば、各試験項目

の配点比重が把握できることから、受験対策として配点比重の高い試験

項目に重点を置くことにより、結果として高得点を得ることが可能とな

ると認められる。

選考試験は、幅広い資質、能力、適性等を有する、真に教員としてふ

さわしい人材を的確に選別するために実施されるものであるが、本件審

査請求対象公文書を公開すれば、配点比重の低い試験項目が軽視される

おそれは拭いきれず、結果として総合能力に優れた人物の採用が難しく

なるおそれがあり、真に教員としてふさわしい人材の確保が困難になる

と思われる。

よって、諮問実施機関の②の主張についてその当否を論じるまでもな

く、本件審査請求対象公文書に記載されている情報は、本号に該当する

ものと判断する。
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以上により「第１ 審査会の結論」のとおり判断するものである。

２ 審査会の経過

当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。

年 月 日 審 査 の 内 容

平成１５． ２． ７ ・諮問実施機関から諮問を受けた。

３．１７ ・諮問案件について、事務局から説明を受けた。
（第１０５回審査会）

４．１４ ・諮問実施機関から理由説明書の提出を受けた。

５． ２ ・諮問案件について、資料に基づき、事務局から説
（第１０６回審査会） 明を受けた。

５．１６ ・審査請求人から理由説明書に対する意見書の提出
を受けた。

６．１９ ・諮問案件について、資料に基づき、事務局から説
（第１０７回審査会） 明を受けた。

７．２４ ・諮問実施機関から一部公開決定に係る考え方等を
（第１０８回審査会） 聴取し、諮問案件の審議を行った。

９． ３ ・審査請求人等から意見を聴取し、諮問案件の審議
（第１０９回審査会） を行った。

１０． ２ ・諮問案件の審議を行った。
（第１１０回審査会）

１１． ６ ・諮問案件の審議を行った。
（第１１１回審査会）

平成１６． １．２９ ・諮問実施機関から一部公開決定に係る考え方等を
（第１１２回審査会） 聴取し、諮問案件の審議を行った。

２．１６ ・諮問案件の審議を行った。
（第１１３回審査会）

３．１１ ・諮問案件の審議を行った。
（第１１４回審査会）
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別紙

「平成15年度（2003年度）滋賀県公立学校教員採用試験の選考基準等」

本件公開請求の内容 本件対象公文書 実施機関の

決定区分

選考の基本方針 H15年度 判定基準 非公開

・各種試験内容（筆記試験（小論 小学校・中学校・養護教諭

文、適性検査を含む。）面接、願

書の記載事項）の（数値）評価バ

ランス表に類するもの（配点比重 教員採用試験の選考基準

が判分できる資料） （県立学校）H15教採用

・合否基準を示す文書

合否までの手続きを示す文書 － 非公開

(不存在)

採用結果通知書の表記（選考区分ご 平成15年度滋賀県公立学校 公開

との） 教員採用試験（第二次選

考）の結果通知について


